
各課からのお知らせ

5小城市報さくら

重
度
心
身
障
が
い
者（
児
）

等
介
護
手
当
の
お
知
ら
せ

　
重
度
心
身
障
が
い
者
（
児
）
等

を
在
宅
で
介
護
さ
れ
て
い
る
介
護

者
に
手
当
を
支
給
し
ま
す
。
該
当

さ
れ
る
方
は
申
請
の
手
続
き
を
お

こ
な
っ
て
く
だ
さ
い
。

◆
対
象
者

　
今
年
の
　
月
１
日
現
在
で
市
内

１０

に
住
所
が
あ
り
、
在
宅
で
過
去
１

年
間
（
平
成
　
年
　
月
１
日
～
平

２１

１０

成
　
年
９
月
　
日
）
に
介
護
保
険

２２

３０

又
は
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
受
け

な
か
っ
た
　
歳
未
満
の
障
が
い
者

６５

（
児
）
等
を
介
護
、
又
は
養
育
し
て

い
る
方
。

※
障
が
い
者
（
児
）
等
と
同
居
し
、

生
活
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
が

必
要
で
す
。

◆
障
が
い
者
（
児
）
等
の
条
件

※
以
下
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

◎
身
体
障
害
者
手
帳
一
級
又
は
二

級
◎
療
育
手
帳
Ａ
判
定

◎
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
一

級
　
右
記
の
い
ず
れ
か
を
持
ち
、
移

動
・
食
事
・
排
泄
・
入
浴
・
着
替

え
・
身
だ
し
な
み
・
意
思
伝
達
の

７
項
目
の
中
で
全
介
助
数
が
３
個

以
上
あ
る
方

※
後
日
訪
問
調
査
を
行
い
ま
す
。

◆
手
当
額

　
月
額
５
、
０
０
０
円

※
基
準
日
以
前
１
年
以
内
に
亡
く

な
っ
た
方
も
対
象
と
な
り
ま
す
。

◆
受
付
期
間

　
　
月
１
日
（
金
）
か
ら

１０

　
月
　
日
（
金
）
ま
で

１２

２４

パ
ー
キ
ン
グ
・
パ
ー
ミ
ッ
ト

制
度
の
お
知
ら
せ
　
　
　
 

　
歩
行
が
困
難
な
障
が
い
者
の
方

な
ど
を
対
象
に
外
出
先
（
公
共
施

設
や
商
業
・
飲
食
施
設
な
ど
）
で

の
駐
車
ス
ペ
ー
ス
を
確
保
す
る
た

め
の
制
度
が
あ
り
ま
す
。

◆
対
象

・
身
体
に
障
が
い
が
あ
り
、
歩
行

が
困
難
な
方

・
高
齢
者
で
歩
行
が
困
難
な
方

・
難
病
な
ど
に
よ
り
歩
行
が
困
難

な
方

・
一
時
的
に
歩
行
が
困
難
に
な
っ

た
方
（
妊
産
婦
、
け
が
を
し
て

い
る
方
な
ど
）

◆
利
用
方
法

　
利
用
証
の
交
付
を
受
け
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

◆
申
込
み

・
佐
賀
県
地
域
福
祉
課
　

　
☎
　－

７
０
５
３

２５

・
佐
賀
中
部
保
健
福
祉
事
務
所

　
☎
　－

３
６
０
０

３０

障
が
い
者
の
高
速
道
路
及

び
有
料
道
路
通
行
料
金
割

引
の
お
知
ら
せ
　
　
　
　

　
身
体
障
害
者
手
帳
又
は
療
育
手

帳
を
お
持
ち
の
方
は
、
高
速
道
路

や
県
内
の
有
料
道
路
の
通
行
料
金

が
割
引
に
な
り
ま
す
。

※
高
速
道
路
及
び
有
料
道
路
を
利
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用
さ
れ
る
前
に
手
続
き
が
必
要

姶
逢
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で
す
。

姶
逢

娃
娃
娃
娃
娃

◆
手
続
き
に
必
要
な
も
の

・
身
体
障
害
者
手
帳
又
は
療
育
手
帳

・
車
検
証

・
免
許
証

 （
身
障
手
帳
の
第
２
種
所
持
者
）

・
Ｅ
Ｔ
Ｃ
カ
ー
ド

 （
Ｅ
Ｔ
Ｃ
利
用
の
場
合
）

・
Ｅ
Ｔ
Ｃ
車
載
器
セ
ッ
ト
ア
ッ
プ

申
込
書
等

 （
Ｅ
Ｔ
Ｃ
利
用
の
場
合
）

◆
有
効
期
限

・
２
年
間

 （
２
回
目
の
誕
生
日
ま
で
有
効
）

※
現
在
、
割
引
証
明
を
受
け
ら
れ

て
い
る
方
は
、
有
効
期
限
の

２
ヶ
月
前
か
ら
手
続
き
が
行
え

ま
す
。

障がい福祉係からの
お知らせ
【問合せ】福祉課　障がい福祉係　（三日月庁舎）
　　　　　担当　嘉村　☎７３－８８２０

割引率対象となる車対　象

５割

身体障がい者またはこれと生計を一にする者
が所有する自動車

身体障がい者が自ら自動車を運転する場合
（身障手帳の第２種所持者）

重度障がい者、これと生計を一にする者また
はこれらの者が所有していない場合は、当該
重度障がい者を継続して日常的に介護してい
る者が所有する自動車

重度の障がい者（身障手帳の第１種または療
育手帳Ａ所持者）が乗車し、その移動のため
に介護者が自動車を運転する場合


